
新旧対照表 

旧 新 

電子マニフェストシステム加入規約 

第 7条 

加入者は、電子マニフェストシステムの加入者として有

する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、

名義変更、その他の担保に供する等の行為はできないも

のとする。 

 

第 7条 

加入者は、電子マニフェストシステムの加入者として有す

る権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義

変更、その他の担保に供する等の行為はできないものとす

る。 

ただし、合併その他の事由により事業活動が実質的に継続

している場合にはこの限りではない。 

第 8条第 2項 

加入者名の変更は、次の場合に限るものとする。 

(1) 承継 

個人：加入者が死亡し引き継ぐ場合 

法人：合併・分割時に新会社となる場合で、新会社

にて別組織に契約を承継する場合 

第 8条第 2項 

加入者名の変更は、次の場合に限るものとする。 

(1) 承継 

個人：加入者の死亡等により事業を引き継ぐ場合、

法人から個人事業主への組織変更等をした

場合で、契約を承継する場合 

法人：合併・分割時に新会社となる場合、個人事業

主が法人化する場合、その他の組織変更をし

た場合で、新会社にて別組織に契約を承継す

る場合 

第 16条第 2項 

電子マニフェストシステムの利用時間は、1 月 1 日、1

月 2日及び 8月 15日を除く毎日午前 4時から翌日午前 1

時までとする。 

第 16条第 2項 

電子マニフェストシステムの利用時間は、次の各号に定め

る日を除く毎日午前 4時から翌日午前 0時までとする。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 5月の第 1日曜日 

(3) 8月の第 2又は第 3の土曜日及び日曜日 

(4) 10月の第 2日曜日 

(5) その他センターが定める日 

IC カードを利用した運搬終了報告機能利用細則 

第 12条第 2項 

利用者は、正常運用の確認のため、1月 1日、1月 2日、

8月 15日及び祝日を除く月曜日から金曜日の午前 8時か

ら午後 7時の間デモシステムを利用することができる。 

 

第 12条第 2項 

利用者は、正常運用の確認のため、次の各号に定める日を

除く月曜日から金曜日の午前 8時から午後 7時の間デモシ

ステムを利用することができる。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 祝日 

(3) その他センターが定める日 

第 16条第 2項 

ICカード機能による JWNETの接続サービスは、1月 1

日、1月 2日及び 8月 15日を除く毎日午前 4時から翌日

午前 1時の時間帯に利用可能とする。 

第 16条第 2項 

ICカード機能による JWNETの接続サービスは、次の各号

に定める日を除く毎日午前 4時から翌日午前 0時の時間帯

に利用可能とする。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 5月の第 1日曜日 

(3) 8月の第 2又は第 3の土曜日及び日曜日 

(4) 10月の第 2日曜日 

(5) その他センターが定める日 

Web-EDI機能利用細則 
第 14条第 2項 

利用者は、正常運用の確認のため、1月 1日、1月 2日、

8月 15日及び祝日を除く月曜日から金曜日の午前 9時か

ら午後 5時の間デモシステムを利用することができる。 

 

第 14条第 2項 

利用者は、正常運用の確認のため、次の各号に定める日を

除く月曜日から金曜日の午前 9時から午後 5時の間デモシ

ステムを利用することができる。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 祝日 

(3) その他センターが定める日 

  

http://www.jwnet.or.jp/jwnet/pdf/kanyu_kiyaku_20170401.pdf
http://www.jwnet.or.jp/jwnet/new_system/pdf/IC_riyousaisoku_20151225.pdf
http://www.jwnet.or.jp/jwnet/new_system/pdf/we_riyousaisoku_20151225.pdf


旧 新 

電子契約機能利用細則 

第 21条 

利用者に対する電子契約機能のサービスは、1月 1日、1

月 2日及び 8月 15日を除く毎日午前 4時から翌日午前 1

時の時間帯に利用可能とする。 

 

第 21条 

利用者に対する電子契約機能のサービスは、次の各号に定

める日を除く毎日午前 4時から翌日午前 0時の時間帯に利

用可能とする。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 5月の第 1日曜日 

(3) 8月の第 2又は第 3の土曜日及び日曜日 

(4) 10月の第 2日曜日 

(5) その他センターが定める日 

第 21条第 2項 

ASPシステムに対する JWNETへの接続サービスは、1

月 1日、1月 2日及び 8月 15 日を除く毎日午後 7時か

ら午後 11時の時間帯に利用可能とする。 

第 21条第 2項 

ASPシステムに対する JWNETへの接続サービスは、次の

各号に定める日を除く毎日午後 7時から午後11時の時間帯

に利用可能とする。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 5月の第 1日曜日 

(3) 8月の第 2又は第 3の土曜日及び日曜日 

(4) 10月の第 2日曜日 

(5) その他センターが定める日 

第 24条 

ASP事業者は、ASPシステムと電子契約機能との動作検

証のため、1月 1日、1月 2日、8月 15日及び祝日を除

く月曜日から金曜日の午前 9時から午後 5時の間デモシ

ステムを利用することができる。 

ただし、電子契約機能の動作検証以外の目的で、デモシ

ステムを利用してはならない。 

第 24条 

ASP事業者は、ASPシステムと電子契約機能との動作検証

のため、次の各号に定める日を除く月曜日から金曜日の午

前 9時から午後 5時の間デモシステムを利用することがで

きる。 

ただし、電子契約機能の動作検証以外の目的で、デモシス

テムを利用してはならない。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 祝日 

(3) その他センターが定める日 

EDI システム運用規程 

第 23条 

EDI方式による JWNETの接続サービスは、1月 1日、

1月 2日及び 8月 15日を除く毎日午前 4時から翌日午前

0時の時間帯に利用可能とする。 

 

第 23条 

EDI方式による JWNETの接続サービスは、次の各号に定

める日を除く毎日午前 4時から翌日午前 0時の時間帯に利

用可能とする。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 5月の第 1日曜日 

(3) 8月の第 2又は第 3の土曜日及び日曜日 

(4) 10月の第 2日曜日 

(5) その他センターが定める日 

第 27条 

EDI 事業者は、EDIシステムの動作検証のため、1月 1

日、1月 2日、8月 15日及び祝日を除く月曜日から金曜

日の午前 8時から午後 6時の間デモシステムを利用する

ことができる。ただし、デモシステムの利用は、EDIシ

ステムごとに 1個に限るものとし、EDIシステムの動作

検証以外の目的で、デモシステムを利用してはならない。 

第 27条 

EDI事業者は、EDIシステムの動作検証のため、次の各号

に定める日を除く月曜日から金曜日の午前 8 時から午後 6

時の間デモシステムを利用することができる。ただし、デ

モシステムの利用は、EDIシステムごとに 1個に限るもの

とし、EDI システムの動作検証以外の目的で、デモシステ

ムを利用してはならない。 

(1) 1月 1日から 1月 3日 

(2) 祝日 

(3) その他センターが定める日 

 

http://www.jwnet.or.jp/jwnet/new_system/pdf/ec_riyousaisoku_20151225.pdf
http://www.jwnet.or.jp/jwnet/members/edi/pdf/edi_unyoukitei_20170621.pdf

